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平成３０年３月

鳥取県教育委員会

鳥取県幼保小接続ハンドブック



はじめに

鳥取県教育委員会では、遊びを幼児期にふさわしい学びと位置付け、めざす幼児の

姿を「遊びきる子ども」とする「鳥取県幼児教育振興プログラム」を平成２５年３月

に改訂しました。このプログラムにおいて、「小学校教育との連携推進」を柱の一つ

とし、幼児教育と小学校教育の円滑な接続のため、教職員の教育・保育の相互理解を

図る取組を推進してきました。

本県において、接続カリキュラムの編成や幼児・児童・教職員の交流活動の実施等、

幼稚園・保育所・認定こども園や小学校、地域の現状や課題等を踏まえた様々な特色

ある取組が推進されており、園と小学校との連携は進んできた一方、平成２８年度の

幼児教育調査では、小学校入学当初における学校生活への不適応（小１プロブレム）

が県内の約１５％の小学校で発生している現状もあり、未然防止に向けたさらなる取

組が必要となっています。

そこで、幼児教育から小学校教育への円滑な接続に向けて、幼稚園・保育所・認定

こども園、小学校の取組の参考となる平成２８年・２９年度実施の「鳥取県幼保小連

携推進モデル事業」実施５市町村の実践例や、園と小学校の情報交換や協議による相

互理解のための合同研修会等での研修例等を紹介した「鳥取県幼保小接続ハンドブッ

ク」を作成しました。

子どもたちが自ら豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となる基礎を培

うために、幼児教育と小学校教育を確実につなぎ、園と小学校が一体となった取組

が今後一層求められる中、このハンドブックが、円滑な幼保小接続に向けた取組の

参考として積極的に活用されることを心から願っています。

最後になりましたが、本ハンドブックの作成にあたり、御尽力、御協力いただきま

したみなさまに、深く感謝申し上げます。

平成３０年３月

鳥取県教育委員会教育長 山 本 仁 志



目　　　次

はじめに

第Ⅰ章　「鳥取県幼保小接続ハンドブック」の活用に向けて………………………………………１

１ 幼児期に身に付けた力を小学校以降の学びにつなぐために ……………………………………………… １
２ 幼保小の連携・接続について ………………………………………………………………………………… ３
　（１）鳥取県の現状 ……………………………………………………………………………………………… ３
　（２）幼保小連携・接続の考え方 ……………………………………………………………………………… ３
　（３）幼保小連携・接続の効果 ………………………………………………………………………………… ５
３ 「鳥取県幼保小接続ハンドブック」の構成と内容 …………………………………………………………… ６
４ 「鳥取県幼保小接続ハンドブック」の活用 …………………………………………………………………… ７

第Ⅱ章　幼保小連携・接続に向けた取組のために… ………………………………………………８

１ 幼保小連携・接続のためのポイント ………………………………………………………………………… ９
　（１）組織をつなぐ ……………………………………………………………………………………………… ９
　（２）人をつなぐ ……………………………………………………………………………………………… １１
　（３）教育をつなぐ …………………………………………………………………………………………… １３
２ 接続期の子どもの姿をつなぐために ……………………………………………………………………… １６
　～「鳥取県幼保小連携カリキュラム」の１０の視点について～

第Ⅲ章　鳥取県内の実践例… ………………………………………………………………………１９

実践１　倉吉市 …………………………………………………………………………………………………… ２１
実践２　日野町 …………………………………………………………………………………………………… ２７
実践３　若桜町 …………………………………………………………………………………………………… ３３
実践４　鳥取市 …………………………………………………………………………………………………… ３９
実践５　境港市 …………………………………………………………………………………………………… ４５

第Ⅳ章　効果的な取組とするために… ……………………………………………………………４７

研修例１　入学前後の子どもの姿をもとに教育・保育を考える …………………………………………… ４７
研修例２　幼児期の教育と小学校教育の「資質・能力」のつながりを考える …………………………… ４９
研修例３　「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を手がかりに子どもの姿のつながりを考える … ５１
鳥取県内の幼保小連携の取組 …………………………………………………………………………………… ５３

資料編… ………………………………………………………………………………………………５４

参考資料
　参考資料１：幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、
　　　　　　　保育所保育指針、小学校学習指導要領　抜粋 ……………………………………………… ５５
　参考資料２：資質・能力の三つの柱に沿った
　　　　　　　幼児教育において育みたい資質・能力の整理イメージ …………………………………… ５６
　参考資料３：幼児期の終わりまでに育ってほしい姿 ……………………………………………………… ５７
作成協力者 ………………………………………………………………………………………………………… ５９

「鳥取県幼保小連携推進モデル事業」実施市町村 …………………………………………………………… ６０
情報提供いただいた幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業所・小学校等 …………………… ６１

注：本ハンドブックは、文部科学省の定める法令用語とは別に、通常鳥取県において使用している
　　文言で統一して記載しています。



 

－ 1－

第
Ⅰ
章　
「
鳥
取
県
幼
保
小
接
続
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
の
活
用
に
向
け
て



ぼくの考えと違うぞ。
【聞く力】【比較】
【思考】【修正・深化】

もっと簡単な方法がな
いかみんなで考えよう。
【興味関心】【意欲】
【探究】【協同】

分かりやすく説明し
よう。
【表現】【相手意識】

わたしは○○だと思
う。理由は～だから。

【聞く力】【比較】
【思考】【修正・深化】
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園

小学校

園

小学校
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・管理職同士のつながり（連
絡協議会等）

・連携推進担当者同士のつな
がり

・年間連携（交流）計画を作
成

・就学前後の引継ぎ・連絡会
の実施

・園、学校、学級だより等の
送付・掲示等

・幼保小の相互理解に向けた
参観・研修等の実施　　　

・園児と児童、園児同士の交
流

　　ねらいを明確にした交流
・教職員の相互理解
　　保育参観・授業参観
　　合同研修会
　　保育体験・授業体験

・めざす子どもの姿の共通理
解

・互いの教育内容・保育内容
を理解

・つけたい力等を協議し、共
通実践

・接続カリキュラムの編成・
実施・評価・改善
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園 小学校
園 小学校
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人を
つなぐ

教育を
つなぐ組織を

つなぐ
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人を
つなぐ

教育を
つなぐ組織を

つなぐ

　中学校区の複数の小学
校、園における交流計画
を一覧にして示すことで、
「同じ中学校で学ぶ子ども
を校区の教職員みんなで
育てる」意識が高まりま
す。また、この計画をも
とに、互恵性のある交流
にするための交流計画を
小学校区で作成していま
す。

中学校区→小学校区へ
つながる交流計画
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　中学校区の複数の小学
校、園における交流計画
を一覧にして示すことで、
「同じ中学校で学ぶ子ども
を校区の教職員みんなで
育てる」意識が高まりま
す。また、この計画をも
とに、互恵性のある交流
にするための交流計画を
小学校区で作成していま
す。

中学校区→小学校区へ
つながる交流計画
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教育を
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ここが
  ポイント !

ここが
  ポイント !

◆小学校等◆

園の 
保育参観

□保育参観日等で参観 
□保育参観後に意見交換会・協議 
□保育研究会に参加 

園の 
保育体験 

□保育体験 取組Ｐ

ハンド□保育体験後に意見交換・協議 
□園に出前授業 

幼保小（中） 
合同研修会 

□校区で幼保小合同研修会 取組Ｐ

ハンドＰ

ハンドＰ ～

第Ⅳ章

□接続カリキュラム編成のための協議 
□育みたい資質・能力についての協議 
□「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」に

ついての協議 

園児と児童

の交流活動

に係る連携 

□事前の合同打合せ・事前の下見 取組Ｐ ～

ハンドＰ□交流指導案等の作成 
□事後の合同振り返りの会 

その他 □ 
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ここが
  ポイント !

ここが
  ポイント !

ここが
  ポイント !

ここが
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人を
つなぐ

組織を
つなぐ

教育を
つなぐ教育を
つなぐ

ここが
  ポイント !

ここが
  ポイント !
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ここが
  ポイント !

ここが
  ポイント !

ここが
  ポイント !

ここが
  ポイント !
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P45~46

P33~38

P39~44

〈実践3〉

〈実践4〉

〈実践5〉

P21~26

P27~32

〈実践1〉

〈実践2〉
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P45~46

P33~38

P39~44

〈実践3〉

〈実践4〉

〈実践5〉
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倉 吉 市

組 織 を つ な ぐ

〈実践１〉
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人 を つ な ぐ

－ 22－－ 21－

第
Ⅲ
章　

鳥
取
県
内
の
実
践
例



－ 23－

第
Ⅲ
章　

鳥
取
県
内
の
実
践
例



－ 24－－ 23－

第
Ⅲ
章　

鳥
取
県
内
の
実
践
例



教 育 を つ な ぐ
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日 野 町

組 織 を つ な ぐ

〈実践２〉
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若 桜 町

組 織 を つ な ぐ

〈実践３〉
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人 を つ な ぐ
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幼保小が連携した体力向上に関わる取組のビジョン

教 育 を つ な ぐ
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鳥 取 市

組 織 を つ な ぐ

〈実践４〉
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境 港 市

組 織 を つ な ぐ 人 を つ な ぐ

教 育 を つ な ぐ

〈実践５〉
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園 小学校
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園
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園 小学校小学校

－ 50－－ 49－

第
Ⅳ
章　

効
果
的
な
取
組
と
す
る
た
め
に



 
A

 
 

 

A

 

園
小学校
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園
５歳児
園
５歳児

小学校
３年生
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資料編

《《引引用用・・参参考考ととししたた資資料料》》

○小学校学習指導要領（文部科学省：平成 年 月 日）

○中央教育審議会答申（中央教育審議会：平成 年 月 日）

○幼稚園教育要領（文部科学省：平成 年 月 日）

○幼保連携型認定こども園教育・保育要領（内閣府：平成 年 月 日）

○保育所保育指針（厚生労働省：平成 年 月 日）

○幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方について（報告）

（幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方検討委員会：平成 年 月 日）

○スタートカリキュラムスタートブック

（文部科学省・国立教育政策研究所：平成 年１月）

○幼小接続期の育ち・学びと幼児教育の質に関する研究＜報告書＞

（国立教育政策研究所：平成 年 月）

○幼児教育の成果を小学校教育へ

～幼稚園・保育所・こども園・小学校の連携推進に向けて～

（栃木県幼児教育センター：平成 年 月）

○草加市幼保小接続期プログラム ～心豊かに充実した小学校生活に向けて～

（草加市教育委員会：平成 年 月）

○滋賀県「学びの基礎指導の手引き」

（滋賀県教育委員会：平成 年 月）
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参参考考資資料料１１

平平成成 年年 月月 日日告告示示ののううちち、、本本書書ににかかかかわわるる幼幼保保小小連連携携・・接接続続にに関関すするる部部分分をを中中心心にに抜抜粋粋

※下線部：主な改訂（定）箇所

【【幼幼稚稚園園教教育育要要領領】】

【【幼幼保保連連携携型型認認定定ここどどもも園園教教育育・・保保育育要要領領】】

【【保保育育所所保保育育指指針針】】

第２章 保育の内容

４ 保育の実施に関して留意すべき事項

（２）小学校との連携

ア 保育所においては、保育所保育が、小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることに配慮

し、幼児期にふさわしい生活を通じて、創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培うように

すること。

イ 保育所保育において育まれた資質・能力を踏まえ、小学校教育が円滑に行われるよう、小学校教

師との意見交換や合同の研究の機会などを設け、第１章の４（２）に示す「幼児期の終わりまでに

育ってほしい姿」を共有するなど連携を図り、保育所保育と小学校教育との円滑な接続を図るよう

努めること。

ウ 子どもに関する情報共有に関して、保育所に入所している子どもの就学に際し、市町村の支援の下に、子ど

もの育ちを支えるための資料が保育所から小学校へ送付されるようにすること。

第１章 総則

第３ 教育課程の役割と編成等

５ 小学校教育との接続に当たっての留意事項

幼稚園においては，幼稚園教育が，小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながるこ

とに配慮し，幼児期にふさわしい生活を通して，創造的な思考や主体的な生活態度などの

基礎を培うようにするものとする。

幼稚園教育において育まれた資質・能力を踏まえ、小学校教育が円滑に行われるよう，

小学校の教師との意見交換や合同の研究の機会などを設け，「幼児期の終わりまでに育っ

てほしい姿」を共有するなど連携を図り，幼稚園教育と小学校教育との円滑な接続を図る

よう努めるものとする。

第１章 総則

第２ 教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画等

１ 教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画の作成等

５ 小学校教育との接続にあたっての留意事項

ア 幼保連携型認定こども園においては、その教育及び保育が、小学校以降の生活や学習の基

盤の育成につながることに配慮し、乳幼児期にふさわしい生活を通して、創造的な思考や主

体的な生活態度などの基礎を培うようにするものとする。

イ 幼保連携型認定こども園の教育及び保育において育まれた資質・能力を踏まえ、小学校

教育が円滑に行われるよう、小学校の教師との意見交換や合同の研究の機会などを設け、

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を共有するなど連携を図り、幼保連携型認定こ

ども園における教育及び保育と小学校教育との円滑な接続を図るよう努めるものとする。
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 幼稚園教育要領

第１章 総則

第２ 幼稚園教育において育みたい資質・能力及び「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

３ 次に示す「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は，第２章に示すねらい及び内容に基づく活動

全体を通して資質・能力が育まれている幼児の幼稚園終了時の具体的な姿であり，教師が指導をする

際に考慮するものである。

健康な心と体

幼稚園生活の中で，充実感をもって自分のやりたいことに向かって心と体を十分に働かせ，見通し

をもって行動し，自ら健康で安全な生活をつくり出すようになる。

自立心

身近な環境に主体的に関わり様々な活動を楽しむ中で，しなければならないことを自覚し，自分の

力で行うために考えたり，工夫したりしながら，諦めずにやり遂げることで達成感を味わい，自信を

もって行動するようになる。

協同性

友達と関わる中で，互いの思いや考えなどを共有し，共通の目的の実現に向けて，考えたり，工夫

したり，協力したりし，充実感をもってやり遂げるようになる。

道徳性・規範意識の芽生え

友達と様々な体験を重ねる中で，してよいことや悪いことが分かり，自分の行動を振り返ったり，

友達の気持ちに共感したりし，相手の立場に立って行動するようになる。また，きまりを守る必要性

が分かり，自分の気持ちを調整し，友達と折り合いを付けながら，きまりをつくったり，守ったりす

るようになる。

社会生活との関わり

家族を大切にしようとする気持ちをもつとともに，地域の身近な人と触れ合う中で，人との様々な

関わり方に気付き，相手の気持ちを考えて関わり，自分が役に立つ喜びを感じ，地域に親しみをもつ

ようになる。また，幼稚園内外の様々な環境に関わる中で，遊びや生活に必要な情報を取り入れ，情

報に基づき判断したり，情報を伝え合ったり，活用したりするなど，情報を役立てながら活動するよ

うになるとともに，公共の施設を大切に利用するなどして，社会とのつながりなどを意識するように

なる。 
(6) 思考力の芽生え

身近な事象に積極的に関わる中で，物の性質や仕組みなどを感じ取ったり，気付いたりし，考えた

り，予想したり，工夫したりするなど，多様な関わりを楽しむようになる。また，友達の様々な考え

に触れる中で，自分と異なる考えがあることに気付き，自ら判断したり，考え直したりするなど，新

しい考えを生み出す喜びを味わいながら，自分の考えをよりよいものにするようになる。

(7) 自然との関わり・生命尊重

自然に触れて感動する体験を通して，自然の変化などを感じ取り，好奇心や探究心をもって考え，

言葉などで表現しながら，身近な事象への関心が高まるとともに，自然への愛情や畏敬の念をもつよ

うになる。また，身近な動植物に心を動かされる中で，生命の不思議さや尊さに気付き，身近な動植

物への接し方を考え，命あるものとしていたわり，大切にする気持ちをもって関わるようになる。 
(8) 数量や図形，標識や文字などへの関心・感覚

遊びや生活の中で，数量や図形，標識や文字などに親しむ体験を重ねたり，標識や文字の役割に気

付いたりし，自らの必要感に基づきこれらを活用し，興味や関心，感覚をもつようになる。 
(9) 言葉による伝え合い

先生や友達と心を通わせる中で，絵本や物語などに親しみながら，豊かな言葉や表現を身に付け，

経験したことや考えたことなどを言葉で伝えたり，相手の話を注意して聞いたりし，言葉による伝え

合いを楽しむようになる。 
(10) 豊かな感性と表現

　心を動かす出来事などに触れ感性を働かせる中で，様々な素材の特徴や表現の仕方などに気付き，

感じたことや考えたことを自分で表現したり，友達同士で表現する過程を楽しんだりし，表現する喜

びを味わい，意欲をもつようになる。
平成２９年度鳥取県幼稚園教育課程等研究協議会文部科学省調査官資料
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 幼稚園教育要領

第１章 総則

第２ 幼稚園教育において育みたい資質・能力及び「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

３ 次に示す「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は，第２章に示すねらい及び内容に基づく活動

全体を通して資質・能力が育まれている幼児の幼稚園終了時の具体的な姿であり，教師が指導をする

際に考慮するものである。

健康な心と体

幼稚園生活の中で，充実感をもって自分のやりたいことに向かって心と体を十分に働かせ，見通し

をもって行動し，自ら健康で安全な生活をつくり出すようになる。

自立心

身近な環境に主体的に関わり様々な活動を楽しむ中で，しなければならないことを自覚し，自分の

力で行うために考えたり，工夫したりしながら，諦めずにやり遂げることで達成感を味わい，自信を

もって行動するようになる。

協同性

友達と関わる中で，互いの思いや考えなどを共有し，共通の目的の実現に向けて，考えたり，工夫

したり，協力したりし，充実感をもってやり遂げるようになる。

道徳性・規範意識の芽生え

友達と様々な体験を重ねる中で，してよいことや悪いことが分かり，自分の行動を振り返ったり，

友達の気持ちに共感したりし，相手の立場に立って行動するようになる。また，きまりを守る必要性

が分かり，自分の気持ちを調整し，友達と折り合いを付けながら，きまりをつくったり，守ったりす

るようになる。

社会生活との関わり

家族を大切にしようとする気持ちをもつとともに，地域の身近な人と触れ合う中で，人との様々な

関わり方に気付き，相手の気持ちを考えて関わり，自分が役に立つ喜びを感じ，地域に親しみをもつ

ようになる。また，幼稚園内外の様々な環境に関わる中で，遊びや生活に必要な情報を取り入れ，情

報に基づき判断したり，情報を伝え合ったり，活用したりするなど，情報を役立てながら活動するよ

うになるとともに，公共の施設を大切に利用するなどして，社会とのつながりなどを意識するように

なる。 
(6) 思考力の芽生え

身近な事象に積極的に関わる中で，物の性質や仕組みなどを感じ取ったり，気付いたりし，考えた

り，予想したり，工夫したりするなど，多様な関わりを楽しむようになる。また，友達の様々な考え

に触れる中で，自分と異なる考えがあることに気付き，自ら判断したり，考え直したりするなど，新

しい考えを生み出す喜びを味わいながら，自分の考えをよりよいものにするようになる。

(7) 自然との関わり・生命尊重

自然に触れて感動する体験を通して，自然の変化などを感じ取り，好奇心や探究心をもって考え，

言葉などで表現しながら，身近な事象への関心が高まるとともに，自然への愛情や畏敬の念をもつよ

うになる。また，身近な動植物に心を動かされる中で，生命の不思議さや尊さに気付き，身近な動植

物への接し方を考え，命あるものとしていたわり，大切にする気持ちをもって関わるようになる。 
(8) 数量や図形，標識や文字などへの関心・感覚

遊びや生活の中で，数量や図形，標識や文字などに親しむ体験を重ねたり，標識や文字の役割に気

付いたりし，自らの必要感に基づきこれらを活用し，興味や関心，感覚をもつようになる。 
(9) 言葉による伝え合い

先生や友達と心を通わせる中で，絵本や物語などに親しみながら，豊かな言葉や表現を身に付け，

経験したことや考えたことなどを言葉で伝えたり，相手の話を注意して聞いたりし，言葉による伝え

合いを楽しむようになる。 
(10) 豊かな感性と表現

　心を動かす出来事などに触れ感性を働かせる中で，様々な素材の特徴や表現の仕方などに気付き，

感じたことや考えたことを自分で表現したり，友達同士で表現する過程を楽しんだりし，表現する喜

びを味わい，意欲をもつようになる。
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【【作作成成協協力力者者】】

（（鳥鳥取取県県幼幼児児期期のの教教育育内内容容等等深深化化・・充充実実調調査査研研究究実実行行委委員員会会委委員員））

氏 名 職 名 等

肥後 功一
島根大学大学院 教育学研究科 教授
＊鳥取県幼保小連携推進モデル事業アドバイザー
＊鳥取県幼児期の教育内容等深化・充実調査研究実行委員会委員長

中村 礼子 鳥取市教育委員会事務局学校教育課 主幹兼指導主事

福田早由里 倉吉市教育委員会事務局学校教育課 指導主事

砂流 誠吾 日野町教育委員会事務局教育課 課長兼指導主事

岡崎 浩一 若桜町教育委員会事務局 参事兼指導主事

西川美佐絵 鳥取市福祉保健部子ども家庭課 係長

柴田 年美 日野町立根雨小学校 教諭

泉 孝子 倉吉市立西郷保育園 園長

矢部 紀子 若桜町立わかさこども園 園長

日野 彰則 認定こども園倉吉幼稚園 副園長

【【事事務務局局】】

鳥取県教育委員会事務局

鳥取県幼児教育センター（小中学校課、東部教育局、中部教育局、西部教育局）

 体育保健課

鳥取県福祉保健部子育て王国推進局子育て応援課
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「「鳥鳥取取県県幼幼保保小小連連携携推推進進モモデデルル事事業業」」実実施施市市町町村村

事業実施市町村 
教育委員会 事業実施小学校・園 

倉吉市 

倉吉市全小学校区・全園
倉吉市立西郷小学校 ：倉吉市立西郷保育園・ババール園・キンダーガーデン

倉吉東こども園
倉吉市立河北小学校 ：倉吉市立上井保育園・ひかり保育園・あゆみ保育園

認定こども園鳥取短期大学附属こども園
倉吉市立明倫小学校 ：倉吉市立倉吉西保育園・ひまわり保育園

認定こども園聖テレジアこども園
倉吉市立成徳小学校 ：倉吉愛児園・めぐみ保育園・認定こども園倉吉幼稚園
倉吉市立上灘小学校 ：どんぐり保育園・うつぶき保育園
倉吉市立小鴨小学校 ：倉吉市立小鴨保育園・西倉吉保育園
倉吉市立上小鴨小学校：倉吉市立上小鴨保育園
倉吉市立北谷小学校 ：倉吉市立北谷保育園
倉吉市立高城小学校 ：倉吉市立高城保育園
倉吉市立社小学校 ：倉吉市立社保育園・向山保育園・みのり保育園
倉吉市立灘手小学校 ：倉吉市立灘手保育園
倉吉市立上北条小学校：上北条保育園
倉吉市立関金小学校 ：倉吉市立関金保育園

日野町 
日野町全小学校区 
・日野町立根雨小学校 ・日野町立黒坂小学校
・日野町立ひのっこ保育所

鳥取市 
鳥取市立醇風小学校区 
・鳥取市立醇風小学校 ・鳥取市立みたから保育園
・むつみ保育園 ・鳥取第二幼稚園・おひさま保育園

若桜町 若桜町全小学校区 
・若桜町立若桜学園小学校 ・若桜町立わかさこども園

境港市 ・境港市立中浜小学校 ・境港市立なかはま保育園
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表 紙：北栄町立北条小学校・北栄町立北条こども園 

日野町立根雨小学校・日野町立黒坂小学校・日野町立ひのっこ保育所 
鳥取市立醇風小学校・鳥取市立みたから保育園・むつみ保育園・ 
鳥取第二幼稚園・おひさま保育園 
倉吉市立関金小学校・倉吉市立関金保育園 
倉吉市立灘手小学校・倉吉市立灘手保育園 
倉吉市立北谷小学校、倉吉市立北谷保育園 
倉吉市立上小鴨小学校・倉吉市立上小鴨保育園 
若桜町立若桜学園小学校・若桜町立わかさこども園 
境港市立中浜小学校 

第Ⅰ章：鳥取市立鹿野幼児センター こじか園 
鳥取市立福部未来学園小学校 

第Ⅱ章：日南町保小合同研修会 
（日南町教育委員会、日南町立日南小学校、日南町立にちなん保育園） 
日野町立根雨小学校・日野町立黒坂小学校・日野町立ひのっこ保育所 
江府町立江府小学校・江府町立子供の国保育園 
米子市認定こども園あけぼの幼稚園・米子市立義方小学校 
倉吉市上北条保育園・倉吉市立上北条小学校 
伯耆町立岸本中学校・伯耆町立岸本小学校・伯耆町立八郷小学校 
伯耆町立あさひ保育所・伯耆町立こしき保育所・伯耆町立ふたば保育所 
米子市五千石保育園・東みずほ幼稚園・米子市立五千石小学校 
鳥取市鳥取第三幼稚園・鳥取市立千代保育園・浜坂保育園・鳥取あすなろ保育園 
日吉津村立日吉津保育所・日吉津村パジャちゅうりっぷ保育園・日吉津ベアーズ 
米子市かもめ幼稚園・米子市立弓ヶ浜小学校

大山町立中山小学校・大山町立中山みどりの森保育園 
湯梨浜町カリキュラム作成委員会 
鳥取市立浜村保育園・鳥取市立浜村小学校 

第Ⅲ章：鳥取県幼保小連携推進モデル事業実施市町村（P６０に記載）  
第Ⅳ章：境港市聖心幼稚園 

鳥取市鳥取第五幼稚園 
米子市認定こども園あけぼの幼稚園・米子市立義方小学校 
米子市にしき幼稚園・米子市河崎保育園 
南部町立南部中学校・南部町立ひまわり保育園 
米子市かもめ幼稚園・米子市立弓ヶ浜小学校 
伯耆町立溝口保育所・伯耆町立溝口小学校 
鳥取市立福部未来学園幼稚園・中学校 
八頭町立郡家西小学校・八頭町立国中保育所 
智頭町立智頭小学校・智頭町立ちづ保育園 
岩美町立岩美南小学校・岩美町立みなみ保育所 
三朝町賀茂保育園・三朝町立西小学校  
琴浦町立東伯中学校・琴浦町みどり保育園 
大山町立大山保育所・大山町立大山小学校 

 

情報提供いただいた

幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業所・小学校等
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